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お
知
ら
せ

緊
急
通
報
体
制整

備
事
業
の
お
知
ら
せ

　

高
齢
者
の
方
や
身
体
障
が
い
の
あ
る
方

へ
、
急
病
や
火
災
な
ど
の
緊
急
時
に
素
早

く
安
全
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
緊
急
通
報

装
置
を
設
置
す
る
費
用
の
補
助
を
行
い
ま

す
。
上
限
は
２
万
円
で
す
。
月
額
利
用
料

金
等
は
、
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

利
用
対
象
は
、
大
山
町
に
住
所
が
あ
る

⑴
65
歳
以
上
の
み
の
世
帯

⑵
身
体
障
が
い
者
等
の
み
の
世
帯

で
す
。

　

補
助
の
対
象
と
な
る
装
置
は
警
備
業
者

と
し
て
都
道
府
県
か
ら
認
定
を
受
け
て
い

る
民
間
警
備
会
社
が
取
り
扱
う
も
の
で
す
。

　

補
助
金
交
付
申
請
書
に
見
積
書
及
び
仕

様
書
を
添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
必

ず
設
置
さ
れ
る
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
）。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
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祉
介
護
課☎
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大山町高齢者等見守りネットワーク事前登録事業

　認知症などの病気により、道に迷ったり、自分の家が分からなくなったりする方がいます。
　事前に名前や住所などの情報を登録しておくと、行方不明になった時にすみやかに対応し、本人の安全確保
と家族の負担軽減がはかられます。

◦対 象 者　町内在住で認知症などにより、行方不明になるおそれのある方
◦申 請 者　対象者本人、家族
◦申請方法　登録申請書に必要事項を
記入し、直近の写真を添付して、福
祉介護課に提出
◦個人情報　目的外の使用はありませ
ん

◆問い合わせ先
　福祉介護課　☎0859-54-5207

　

現
在
す
で
に
緊
急
通
報
装
置
の
貸
与

を
受
け
て
い
る
方
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
移

行
に
伴
う
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
個
別
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

９
月
12
日
は

「
と
っ
と
り
県
民
の
日
」

　

鳥
取
県
が
誕
生
し
た
明
治
14
年
９
月

12
日
に
ち
な
ん
で
、
平
成
10
年
に
「
と
っ

と
り
県
民
の
日
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
と
っ
と
り
県
民
の
日
」
を
定
め
た
条

例
で
は
、
こ
の
日
は
「
県
民
が
ふ
る
さ

と
に
つ
い
て
理
解
と
関
心
を
深
め
る
と

と
も
に
、
ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
心
を
育

て
、
も
っ
て
自
信
と
誇
り
の
持
て
る
鳥

取
県
を
力
を
合
わ
せ
て
築
き
上
げ
る
こ

と
を
期
す
る
日
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

【登録から発見までのイメージ図】

捜 索
・
保 護


